
報 第 ４ １ 号  

 

専 決 処 分 報 告 に つ い て  

（ 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に  

関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ）  

 

 本 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す る 基

準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て 、 別 紙 の と お り 専 決 処

分 し た の で 、 報 告 す る 。  

  令 和 ５ 年 （ ２ ０ ２ ３ 年 ） １ ２ 月 ５ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     
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専 第 １ ６ 号  

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関

す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ

い て  

 

本 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す る 基

準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と

す る 。  

以 上 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 専 決 処 分 す る  

令 和 ５ 年 （ ２ ０ ２ ３ 年 ） １ ０ 月 １ ６ 日  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運

営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に

関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 ２ ７ 年 条 例 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

第 １ ５ 条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 同 条 第 １ １ 項 」 を 「 同 条 第 １ ０ 項 」 に 改

め る 。  

第 ３ ５ 条 第 ３ 項 中 「 同 条 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 」 を 「 同 号 又 は 同 条 第 ２

号 」 に 改 め る 。  

第 ３ ６ 条 第 ３ 項 中 「 第 ６ 条 第 ２ 項 中 」 の 次 に 「 「 特 定 教 育 ・ 保 育 施

設 （ 認 定 こ ど も 園 又 は 幼 稚 園 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」

と あ る の は 「 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 （ 特 別 利 用 教 育 を 提 供 し て い る 施 設

に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 と 、 」 を 加 え る 。  

附  則  
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こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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参
考

資
料

 

新
潟

県
柏

崎
市

特
定

教
育

・
保

育
施

設
及

び
特

定
地

域
型

保
育

事
業

の
運

営
に

関
す

る
基

準
を

定
め

る
条

例
（

平
成

２
７

年
２

月
２

６
日

条
例

第
８

号
）

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
）
 

（
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
）
 

第
15
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
特
定
教
育
・

保
育
の
提
供
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
15
条
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
特
定
教
育
・

保
育
の
提
供
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
３
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
認
定
を
受
け
た
施
設
及

び
同
条
第
10
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
 
次
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ
る

事
項
 

(２
) 

認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
３
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
認
定
を
受
け
た
施
設
及

び
同
条
第
11
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
 
次
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ
る

事
項
 

(３
)・

(４
) 

（
略
）
 

(３
)・

(４
) 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
特
別
利
用
保
育
の
基
準
）
 

（
特
別
利
用
保
育
の
基
準
）
 

第
35
条
 
（
略
）
 

第
35
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特

定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
保
育
を
、
施
設
型
給
付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
（
法
第
28
条
第

１
項
の
特
例
施
設
型
給
付
費
を
い
う
。
次
条
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の

と
し
て
、
前
節
（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
保
育

を
提
供
し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学

校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
又
は
同
条
第

２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
第
13
条

第
２
項
中
「
法
第
27
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
28
条
第
２
項
第
２
号
の

内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
４
項
第
３
号
イ
（
ア
）

中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用

保
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
」
と
、
同
号
イ
（
イ
）
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ

る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。
 

３
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特

定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
保
育
を
、
施
設
型
給
付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
（
法
第
28
条
第

１
項
の
特
例
施
設
型
給
付
費
を
い
う
。
次
条
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も
の

と
し
て
、
前
節
（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
保
育

を
提
供
し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学

校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
号
又
は

第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
第
13

条
第
２
項
中
「
法
第
27
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
28
条
第
２
項
第
２
号

の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
４
項
第
３
号
イ

（
ア
）
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特

別
利
用
保
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
」
と
、
同
号
イ
（
イ
）
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」
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改
正
後
 

改
正
前
 

 
と
す
る
。
 

 

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
）
 

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
）
 

第
36
条
 
（
略
）
 

第
36
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特

定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型
給
付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ

含
む
も
の
と
し
て
、
前
節
（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼

稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別

利
用
教
育
を
提
供
し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
利
用
の
申

込
み
に
係
る
法
第
19
条
第
１
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
の
申

込
み
に
係
る
法
第
19
条
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
号
又

は
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、

「
の
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
の
同
条
第
１
号
」
と
、
第
13
条
第
２
項
中
「
法
第
27
条
第
３
項
第
１
号

に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
28
条
第
２
項
第
３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り

算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
４
項
第
３
号
イ
（
ア
）
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」

と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、

同
号
イ
（
イ
）
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。
 

 

３
 
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特

定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型
給
付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ

含
む
も
の
と
し
て
、
前
節
（
第
６
条
第
３
項
及
び
第
７
条
第
２
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
条
第
２
項
中
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
19
条
第
１
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
19
条
第
２
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
「
の
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
の
同
条
第

１
号
」
と
、
第
13
条
第
２
項
中
「
法
第
27
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
28

条
第
２
項
第
３
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
４

項
第
３
号
イ
（
ア
）
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定

子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
号
イ
（
イ
）
中
「
教
育
・
保
育
給
付

認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
除

く
。
）
」
と
す
る
。
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